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箕⾯森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

１．事業の採算性(1)

■事業費

支出 財源

第３区域 73億円

第１区域
509億円

国費等 46億円

府費
338億円

第１区域 108億円

第３区域 90億円

保留地処分金
198億円

土地区画整理事業費について、前回評価時から財源内訳等の見直しを行った。

〔変更内容〕
• 支出
第１区域、第３区域ともに事業費の変更なし

• 財源
保留地処分金収入の増額（＋30億円）により、府費負担額が減少（△30億円）

未契約 約40億円

売却済 約68億円

支出 財源

第３区域 73億円

第１区域
509億円

国費等 46億円

府費
368億円

保留地処分金
168億円

H22前回評価時

区画整理事業 582 億円

H26今回評価時

区画整理事業 582 億円

未契約 90億円
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■事業採算性の判断

• 第１区域の保留地販売状況や、第３区域の企業進出意向調査・ヒアリングにより、保留地処分金
収入を確保できる見込みが立ち、事業採算性を見通せる状況となった。

②第３区域の保留地①第１区域の保留地

保留地の販売状況（平成26年3月31日現在）

事業完了までに、残りの保留地販売を推進

• 一般住宅用
全体計画532区画に対し、304区画売却済

• 大規模保留地
学校法人履正社に売却

箕面森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

１．事業の採算性(2)

•平成25年9月～10に実施したエントリー募集 の結果、
募集面積25haに対し、約３倍の84ha(36社)の応募

•応募のあった企業のヒアリング結果から、進出意欲が
高い企業は約57haの需要

•そのうち役員クラスで検討し、進出時期を明確にして
いる企業が約24haの需要

企業進出意向調査・ヒアリング状況

応募企業の進出意欲・検討熟度は⾼く、
保留地処分の可能性は⾼い

■第３区域の事業を実施する場合と中止する場合の比較

• 土地区画整理事業は施行区域全体で事業の収支を計画するが、仮に第３区域に限定した場合の試算は次のとおり
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支出 収入

実施する場合 73億円 （第3区域の事業費） 90億円 （保留地処分金収入）

中止する場合 67億円 （第３区域の防災工事及び地権者対応等） 0億円 （収入なし）



• 実態に合わせて便益を算定。
① 第３区域の粗造成工事の遅延

② 府仮換地の一部について、実態管理を開始した

まちびらき時期から便益を算定

■土地区画整理事業における便益の考え方

• 土地区画整理事業の特徴として、事業期間中
でも宅地の使用開始に応じて便益が発生。

■見直し内容（便益増加の要因）

○費用便益比

○便益 （単位：億円）

◆見直しの影響の試算

府仮換地の一部を、H22前回評価時の使用開始
時期でH26評価の費用便益を試算（※参考）

○費用

H22評価 H26評価 ※参考

総費用〔現在価値〕 691.8 777.6 761.6

事 業 費 552.6 636.6 636.6

維持管理費 1.8 1.9 1.9

用 地 費 137.4 139.1 123.1

（単位：億円）

H22評価 H26評価 ※参考

総便益〔現在価値〕 808.6 885.2 783.6

総地代差〔/年〕 39.6 31.6 31.6

H22評価
②H24,H26

H26評価
②H19

※参考
②H24,H26

Ｂ/Ｃ 1.17 1.14 1.03

事業
採択

事業
認可

一部
使用開始

全面
使用開始

換地
処分

段階的な便益の最大値
便
益

箕面森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

２．便益の増加理由
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箕面森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

２．便益の増加理由(参考資料)
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■残事業の費用便益分析

• 第１、第２区域は事業が概ね計画どおり進捗しており、今後実施する第３区域について
残事業の費用便益分析を行った。

■費用便益比 Ｂ／Ｃ＝ 2.65

■費用

■便益

（単位：億円）

（単位：億円）

総費用（現在価値） 80.8

事 業 費 67.0

維持管理費 0.4

用 地 費 1.4

総便益（現在価値） 214.0

総地代差（/年） 11.1

＜便益項目＞事業有無の地代差
＜費 用＞事業費（73億円）、維持管理費、公共用地増加分に相当する用地費

約72ha



( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )887766

5544332211
XLNBXBXB 

XLNBXLNBXBXLNBXLNBAPLLN
×+×+×+

×+×+×+×+×+=
     LN（ ）

PL 
A
B1～B8
X1～X8

：自然対数（各変数を自然対数に変換）
：ブロック別の地価（円/㎡）
：定数項
：地価関数
：土地属性（次ページで説明）
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資料6-1（P16）

資料6-1（P16）

箕面森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

３．第１回審議会【資料6-1】追加説明資料①の記載内容の修正(1)
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２．事業の必要性等に関する視点
（３）事業の投資効果（費用便益分析）
■地価算出に用いる地価関数と土地属性

［修正前］

［修正後］

２．事業の必要性等に関する視点
（３）事業の投資効果（費用便益分析）
■地価算出に用いる各説明変数の
偏回帰係数と土地属性

地価関数（三大都市圏） 住宅地
商業地
工業地

B1：最寄り駅までの所要時間（分） -0.298 -0.193
B2：都心までの所要時間（分） -0.261 -0.155
B3：公園までの距離
（250m以内＝１，その他＝０）

0.092 0.150

B4：前面道路幅員（m） 0.140
B5：公共用地率（%） 0.172 0.183
B6：下水道整備（有=1，無= 0） 0.267
B7：用途地域（商業=1，工業= 0） 0.075
B8：容積率（%） 1.362

地価関数で使用する変数と
偏回帰係数（三大都市圏）

住宅地
商業地
工業地

B1：最寄り駅までの所要時間（分） -0.298 -0.193
B2：都心までの所要時間（分） -0.261 -0.155
B3：公園までの距離
（250m以内＝１，その他＝０）

0.092 0.150

B4：前面道路幅員（m） 0.140
B5：公共用地率（%） 0.172 0.183
B6：下水道整備（有=1，無= 0） 0.267
B7：用途地域（商業=1，工業= 0） 0.075
B8：容積率（%） 1.362

資料6-1（P17）

資料6-1（P17）

箕面森町（⽔と緑の健康都市特定⼟地区画整理事業）

３．第１回審議会【資料6-1】追加説明資料①の記載内容の修正(2)
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■道路の計画

⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

４．道路の計画と幅員構成の考え⽅(1)
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・本路線（（都）止々呂美吉川線）は、国道
423号（箕面市下止々呂美）と国道477号（豊
能町東ときわ台）を結ぶ路線。
新名神高速道路の箕面IC（仮称）や箕面有
料道路から「箕面森町」へのアクセス道路と
してのみでなく、地域間連携・交流、物流の
効率化に資するため必要である。

箕面有料道路

・箕面森町における、リダンダンシ－（複数の
ルートでのアクセス確保）が必要であるととも
に、第3区域は商業系の用途を見込んでおり、
様々な方面からのアクセスが求められること
からも、第3区域へのアクセスは一方向では
なく複数ルートのアクセスが必要。第3区域

国道423号

止々呂美東西線

居住地区

・区域内外を結ぶ幹線道路として他に止々
呂美東西線があるが、箕面森町の居住地区
内の主要道路でもある。
止々呂美吉川線の整備により、新名神高速
道路や箕面有料道路へのアクセス交通及び
第3区域へのアクセス交通など通過交通を,
止々呂美東西線から止々呂美吉川線に転
換することが期待できる。



■幅員構成の考え方

⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

４．道路の計画と幅員構成の考え⽅(2)

「大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定め
る条例」にもとづき、歩行空間の確保、都市景観の形成等とし
て自歩道（歩道）を両側に設置するもの。
本事業により、歩行空間を確保し、自歩道のネットワークを形
成する。

全幅
18.0m

車道
3.0m

自歩道
3.0m

車道
3.0m

自歩道
4.0m

路肩
1.0m

植樹帯
1.5m

路肩
1.0m

植樹帯
1.5m

自歩道
3.5m

路肩
0.5m

車道
3.0m

自歩道
3.5m

路肩
0.5m

車道
3.0m

全幅
14.0m

■第3区域内断面
高い沿道利用が見込まれることから、自
歩道・植樹帯を設置。

■区域外断面
自歩道のみ設置。

大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例
(自転車歩行者道)
第十二条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側
に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 8

施設立地イメージ



1）国道423号重複区間（＋2.4億円）
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⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

５．事業費の変動理由(1)

山切り工事の事業費増加は、当初軟岩と想定していた浅い位置から中硬岩が出
てきたため、中硬岩の掘削量が増加して、増額となったもの。

進捗状況
・切土量（H26.4末時点）
約40万ｍ3／約60万ｍ3

当初：
変更：

横断図

現在の
掘削位置

中硬岩掘削状況
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⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

５．事業費の変動理由(2)

■用地単価の見直しによる変更（▲6.5億円）

用地買収面積 約30,000㎡
・前回評価時：平成１６年度に算定した単価
・今回評価時：平成２２年度に算定した単価

用地買収箇所
箕面森町区間
約30,000㎡

2）箕面森町区間
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⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

５．事業費の変動理由(3)
3）箕面森町区間

■箕面森町区間
橋梁の構造形式の見直し（▲7.5億円）

第3区域間を結ぶ、いずま谷に架ける
橋梁について、余野川ダムとの景観
の調和に配慮して鋼製アーチ橋を計画
していたが、安価な構造の橋梁形式に
見直した。

構造の
見直し

鋼製アーチ橋

いずま谷

PC２径間連続ラーメン橋
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⼀般府道豊能池⽥線（都市計画道路⽌々呂美吉川線）道路改良事業

５．事業費の変動理由(4)

橋梁区間
L=約160m

橋梁区間
L=約50m

土工区間
L=約440m

橋梁区間 L＝約100m

■箕面森町区間においては
今後の現地での調査業務により
・橋梁（上部・下部）形式の変更に
伴う事業費の変動
・土工区間の山切の土量の増減に
伴う事業費の変動
・土工区間の用地買収範囲の増減
に伴う事業費の変動
・用地買収に伴う支障物件の補償方法
による用地補償費の変動
が考えられる。

4）今後考えられる事業費変動要因について



交通事故便益について、今回提示した数値が平成12年の死亡事故以降の５
カ年の平均値となっていたため、平成２１～２５年の最新データへ修正した。
その結果、交通事故減少便益が下がったが、Ｂ/Ｃは１以上となった。

○費用便益分析 B/C=1.2
費用

総費用 64.9億円

事業費 64.6億円

維持管理費 0.3億円

総便益 77.3億円

走行時間短縮便益 60.0億円

走行経費減少便益 7.4億円

交通事故減少便益 9.9億円

便益

総費用 64.9億円

事業費 64.6億円

維持管理費 0.3億円

総便益 71.7億円

走行時間短縮便益 60.0億円

走行経費減少便益 7.4億円

交通事故減少便益 4.3億円

○費用便益分析 B/C=1.1
費用

便益

（修正後）（修正前）

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

６．交通事故減少便益の修正

■計算結果
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（主）美原太子線

【平成２４年度】

202
91 58

-2
18

61
68

【平成２６年度】

国
道
１
７
０
号

-17

-4

-9

-2
6

-1
3

6

7
5

事業区間

将来交通量予測（Ｈ４２）

差分図

-52

総便益
走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

50.7億円 65.0億円 -9.7億円 -4.6億円

総便益
走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

71.7億円 60.0億円 7.4億円 4.3億円

交通量増加

交通量減少

H25.4の市道甲田桜井線の開通に伴い、前回評価時点（H24）から、ネットワークを現
況に合わせて再現した結果、整備する美原太子線への交通流入の負荷が解消され、
走行経費減少便益が－から＋へ転じたことが大きな変動の理由となっている。

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(1)

市
道
甲
田
桜
井
線

市
道
甲
田
桜
井
線

■将来交通量予測結果
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前回評価時点で考慮して
いなかったﾈｯﾄﾜｰｸ
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30
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例：走行経費原単位（一般道・市街地）

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(2)
■走行経費減少便益

美原太子線の整備区間における
走行経費減少便益
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単位：円/台・km

沿道区分・車種別の

①燃料費

②油脂（オイル）費

③タイヤ・チューブ費

④車両整備費（維持・修繕）

⑤車両償却費など

走行経費原単位
に換算

※費用分析マニュアル（国土交通省平成20年11月）より

走行経費減少便益： WO BRBRBR −= w 

総走行費用   ： 365)( ×××= ∑∑ jl
j l

liji LQBR β  

   BR  ：走行経費減少便益(円/年) 

BR i  ：整備 i の場合の総走行経費(円/年)  
Q i j l  ：整備 i の場合のリンク l における車種 jの交通量(台/日) 
L l  ：リンク l の延長(㎞) 
β j  ：車種 jの走行経費原単位(円/台・㎞) 
i  ：整備有の場合W、無しの場合O 
j  ：車種 

l  ：リンク 

※ 走行経費原単位

（この他、一般道・山地、高速・地域高規格道路の原単位がある）

整備前 整備後

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(3)
■走行経費減少便益
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道路・沿道区分における

①交通事故運転者、同乗車、歩行者に
関する人的損害額

②交通事故により損壊を受ける車両や構
築物に関する物的損害額

③事故渋滞による損失額

交通事故損失額算定式に換算

※費用分析マニュアル（国土交通省平成20年11月）より

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(4)
■交通事故減少便益
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（主）美原太子線

【平成２４年度】
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主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(参考１)
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■前回評価時の将来交通量予測結果
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総便益
走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

50.7億円 65.0億円 -9.7億円 -4.6億円

事業区間



道路事業により、自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮することで、道路利用者がどのく
らい得をするか、お金に換算したものです。

バイパス整備

※バイパス整備等により、走行しやすいルートが確保。
⇒ 道路利用者がバイパスルートを選択。⇒ 移動時間が短縮され利益が生じる。

例）整備前と比べ、
・宅配業者などより多くの荷物が配達できる。
・営業車が早く目的地に着くため、より多くの得意先を回ることが可能。など

           整備前 整備後 

走行時間短縮便益： BT = BTO − BTW  

総走行時間費用 ： 365)( ×××= ∑∑ jlji
j l

ljii TQBT α  

   BT  ：走行時間短縮便益(円/年) 
BTi  ：整備 i の場合の総走行時間費用(円/年) 
Q i j l  ：整備 i の場合のリンク l における車種 jの交通量(台/日) 
T i j l  ：整備 i の場合のリンク l における車種 jの走行時間(分) 
α j  ：車種 jの時間価値原単位(円/分・台) 

i  ：整備有の場合W、無しの場合O 
j  ：車種 
l  ：リンク 

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(参考２)
■走行時間短縮便益
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※運転者、同乗者、歩行者などに関する人的損害額、交通事故により損害を受ける車両や構造物に関す
る物的損害額、事故渋滞による損失額が含まれる。
（走行条件が改善されることによる項目のうち、走行時間に含まれない項目を対象。）

◆走行経費減少便益とは？
道路事業によって、自動車がスムーズに走行でき、自動車の燃費が向上するなど、走行に

かかる経費（ガソリン代など）が節約されることにより、道路利用者がどのくらい得をするか、お
金に換算したもの。

※走行にかかる経費⇒燃料費、油脂（オイル）費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費などの項
目について算定。
（走行条件が改善されることによる項目のうち、走行時間に含まれない項目が対象。）

◆交通事故減少便益とは？
道路事業により、周辺交通量が減少することなどから、交通事故による社会的損失が減少

するもの。

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

７．便益の変動理由(参考３)
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［修正前］
２ 事業の必要性等に関する視点
事業の投資効果（H26評価時点）
・B/C＝1.2

B＝77.3億円、C＝64.9億円

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・ 平面道路整備については、既に主な構造物である
橋梁に着手していることから、代替案立案の余地はな
い。

・ 鉄道立体交差化については、鉄道事業者等との協
議で、施工延長、本体高架構造物の割り付けなど比
較検討を行い、施工延長の縮減及び一部構造の見
直しを図った。その結果、現計画以外の代替案立案
の余地はない。

［修正後］
２ 事業の必要性等に関する視点
事業の投資効果（H26評価時点）
・B/C＝1.1

B＝71.7億円、C＝64.9億円

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・ 平面道路整備については、既に主な構造物である
橋梁に着手しており、現時点においてルートの変更を
行うことは非効率であるため、代替案立案の余地は
ない。

・ 鉄道立体交差化については、鉄道事業者等との協
議で、施工延長、本体高架構造物の割り付けなど比
較検討を行い、施工延長の縮減及び一部構造の見
直しを行った。

主要地⽅道美原太⼦線（粟ヶ池⼯区）道路改良事業

８．評価調書の記載内容の修正
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